
一
頁

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

児
童
福
祉
審
議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
く
場
合
に
お
い
て
は
、
意
見
を
述
べ
る
者
の
心
身
の
状
況
、
そ

の
者
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

国
は
、
市
町
村
に
お
け
る
前
項
の
体
制
の
整
備
及
び
措
置
の
実
施
に
関
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

児
童
の
権
利
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
一
時
保
護
の
解
除
後
の
家
庭
そ
の
他
の
環
境
の
調
整
、
当
該
児
童
の
状
況
の

把
握
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
当
該
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
対
し
、
」
の
下
に
「
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一



二
頁

項
第
二
号
へ
」
を
「
第
一
項
第
二
号
ト
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
事
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務

に
従
事
す
る
職
員
の
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
は
、
都
道
府
県
に
お
け
る
前
項
の
体
制
の
整
備
及
び
措
置
の
実
施
に
関
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り

、
当
該
業
務
の
質
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
は
、
前
項
の
措
置
を
援
助
す
る
た
め
に
、
児
童
相
談
所
の
業
務
の
質
の
適
切
な
評
価
の
実
施
に
資
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
三
第
二
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

精
神
保
健
福
祉
士

五

公
認
心
理
師



三
頁

第
十
二
条
の
三
第
五
項
中
「
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
が
」
を
「
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る

者
又
は
同
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
が
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
中
「
又
は
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
若
し
く
は

こ
れ
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
」
を
「
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は

同
項
第
五
号
に
該
当
す
る
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
導
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
の
数
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
都
道
府
県
が
定
め

る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

精
神
保
健
福
祉
士

六

公
認
心
理
師

第
十
三
条
第
五
項
中
「
他
の
児
童
福
祉
司
が
前
項
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
な
専
門
的
技
術
に
関
す
る
指
導
及
び
教
育
を

行
う
児
童
福
祉
司
」
を
「
指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
項
の
指
導
及
び
教
育
を
行
う
児
童

福
祉
司
」
を
「
指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

児
童
福
祉
司
の
中
に
は
、
他
の
児
童
福
祉
司
が
前
項
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
な
専
門
的
技
術
に
関
す
る
指
導
及
び
教



四
頁

育
を
行
う
児
童
福
祉
司
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
条

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
の
う
ち
」
の
下
に
「
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
る
こ
と
そ
の
他
の
」
を
加
え

、
「
も
の
を
」
を
「
も
の
に
つ
い
て
、
常
時
弁
護
士
に
よ
る
助
言
又
は
指
導
の
下
で
」
に
、
「
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
」
を

「
た
め
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
は
、
地
理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基

準
を
参
酌
し
て
都
道
府
県
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
三
第
六
項
中
「
指
導
を
」
を
「
心
理
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
指
導
を
」
に
、
「

次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
導
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
」
を
「
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ



五
頁

に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
同
項
第
五
号

に
該
当
す
る
者
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

児
童
の
健
康
及
び
心
身
の
発
達
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
指
導
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
の
中
に

は
、
医
師
及
び
保
健
師
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
五
中
「
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
」
を
「
当
該
都
道
府
県
内
の
児
童
相
談
所
を
援
助
す
る
中
央
児
童
相
談
所

の
指
定
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
相
談
援
助
業
務
（
」
を
、
「
業
務
」
の
下
に
「
を
い
う
。
第
七
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
児
童
福
祉
事
業
」
を
「
相
談
援
助
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
者
」

の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
」
を
加
え
る
。

（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
病
院
」
の
下
に
「
、
都
道
府
県
警
察
、
婦
人
相
談
所
、
教
育
委
員
会
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止



六
頁

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
暴
力
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
、
「
弁
護
士
」
の
下
に
「
、
警
察
官
、
婦
人
相
談
員
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第

二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る

児
童
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策

に
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
る
義
務
の
遵
守
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

都
道
府
県
は
、
保
護
者
へ
の
指
導
（
第
一
項
の
指
導
及
び
児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
十
一

条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
指
導
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
同
法
第

十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
に
同
項
に
規
定
す
る
指
導
及
び
教
育
の
ほ
か
保
護
者
へ
の
指
導

を
行
う
者
に
対
す
る
専
門
的
技
術
に
関
す
る
指
導
及
び
教
育
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
若
し
く
は
質
問
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
若
し
く
は
質
問
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規



七
頁

定
に
よ
る
調
査
若
し
く
は
質
問
、
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
検
若
し
く
は
捜
索
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
若
し
く
は
質
問
を
し
た
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
並
び
に
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
の
一
時
保
護
を
行
っ
た
児
童
福
祉
司
以
外
の
者
に
当
該
児
童
に
係
る
保
護
者
へ
の
指
導
を
行

わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
第
四
項
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
正
当
な
理
由
が
な
く
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
際
し
て
、
」
の
下
に
「
体
罰
を
加
え
る
こ
と
そ
の
他
」
を
加
え
、
「
超
え
て
」
を
「
超
え
る
行
為

に
よ
り
」
に
改
め
る
。

（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
三
号
中
「
及
び
第
八
条
の
三
」
を
「
、
第
八
条
の
三
及
び
第
九
条
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
福
祉
事
務
所
等
」
を
「
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
そ
の
他
の
」
に
改
め
る
。

附

則



八
頁

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
四
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
（
次
号
に
掲
げ
る
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

平
成
三
十
四
年
四
月
一

日
三

第
二
条
中
児
童
福
祉
法
第
十
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
係
る
部
分
並
び
に
同
条
第
一
項
の
次
に

一
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
十
二
条
の
五
の
改
正
規
定

平
成
三
十
五
年
四
月
一
日

（
児
童
福
祉
司
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
任
用
さ
れ
て
い
る
児
童
福
祉
司
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
児
童
福
祉
法
（
次
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
児
童
福
祉
司
と
み

な
す
。

（
指
導
教
育
担
当
児
童
福
祉
司
に
関
す
る
経
過
措
置
）



九
頁

第
三
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
実
施
さ
れ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
十

三
条
第
九
項
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
十
三
条
第
八

項
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
同

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
は
、
新
法
第
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修
と

み
な
す
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
調
整
規
定
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
前

で
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
三
条
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ト
の
改
正
規
定
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第

二
号
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
チ
」
と
す
る
。

（
検
討
等
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
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を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
都
道
府
県
及
び
児
童
相
談
所
が
採
る
一
時
保
護
そ
の
他
の
措
置
に
係
る
手
続
の
在
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
児
童
の
福
祉
に
関
し
専

門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
支
援
を
行
う
者
に
つ
い
て
の
資
格
の
在
り
方
そ
の
他
当
該
者
に
つ
い
て
の
必
要
な
資

質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
、
児
童
の
保
護
及
び
支
援
に
当
た
っ
て
、
児
童
が
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
機
会
の
確
保
、
当
該
機
会
に
お
け
る
児
童
を
支
援
す
る
仕
組
み
の
構
築
そ
の
他
の
児
童
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、

そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る
た
め
の
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
二
十
二
条
の

規
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

５

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
間
を
目
途
と
し
て
、
児
童
相
談
所
及
び
児
童
福
祉
法
第
十
二
条
の
四
の
施
設
（
以
下
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こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
児
童
相
談
所
等
」
と
い
う
。
）
の
整
備
の
状
況
、
児
童
福
祉
司
そ
の
他
の
児
童
相
談
所
の

職
員
の
確
保
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

項
の
中
核
市
及
び
特
別
区
が
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
児
童
相
談
所
等
の
整
備
並
び
に
職
員
の
確
保

及
び
育
成
の
支
援
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

６

政
府
は
、
前
項
の
支
援
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
団
体
と
の
連
携
を
図
る
も
の
と

す
る
。

７

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
第
五
項
の
支
援
そ
の
他
必
要
な
措
置
の
実
施
状
況
、
児
童
相
談
所

の
設
置
状
況
及
び
児
童
虐
待
を
め
ぐ
る
状
況
等
を
勘
案
し
、
児
童
相
談
所
等
の
整
備
並
び
に
職
員
の
確
保
及
び
育
成
の
支
援

の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
少
年
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。
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理

由

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
、
親
権
者
等
に
よ
る
体
罰
の
禁
止
、
児
童
相
談
所
へ
の
医
師
等
の
専
門
職
の
配
置

、
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
に
係
る
参
酌
基
準
の
創
設
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
保
護
等
の
た
め
に
協
力
す
べ
き
関
係
機

関
の
明
確
化
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


